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講義概要

はじめに

● 建設業法（概要）

● 建設業法上の主な用語

● 建設業法等の一部改正（概要）
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【改訂３版】発注者・受注者間の建設工事請負ルール

第１章 「建設工事請負契約の締結」に関する１０つのルール（１頁～）

※ 発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（第７版）

● 見積・契約・工期・不当に低い発注金額・価格転嫁

● 指値発注の禁止・不当な使用資材等の購入強制・やり直し工事

● 支払・関係法令の遵守

※ 建設工事における発注者・受注者間の契約取引の実態

第２章 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（４６頁～）

第３章 公共工事の品質確保の促進に関する法律（５６頁～）



はじめに （建設業法の概要）

・業種ごとに工事現場に技術者を設置

○ 建設工事の適正な施工を確保 ○ 発注者を保護 ○建設業の健全な発達を促進目的

許可の要件

経営業務の適正な管理

営業所の専任技術者の設置

欠格要件

誠実性の要件
特定建設業許可
（元請として5,000万円以上(*1)
の下請契約を結ぶ工事）

一般建設業許可
（特定建設業以外）

２９業種（土木工事業・建築工事業・解体工事業等）

都道府県
知事許可

1都道
府県の
み営業
所設置

国土交通
大臣許可
２以上都
道府県に
営業所設
置

許可の区分

許可制度 ★建設業者の資質の向上★

500万円未満の
建設工事

（建築一式工事に
ついては、1,500
万円未満又は150
㎡未満の木造住宅
工事）

許可不要

施工技術の確保 ★技術者制度等★請負契約の適正化 ★発注者や下請負人の保護等★

＊工期に関する基準

＊著しく短い工期の禁止

＊工事の工程ごとの作業や準備に必要な日数等を含む見積

＊工期等に影響を及ぼす事象に関する情報の提供

＊工事を施工しない日や時間帯についての契約書面化

財産的基礎の要件

★工期の適正化★

経営事項審査 ★公共工事元請業者の一元評価★

・法人役員等が欠格要件に該当する者 等

監理技術者の設置（元請として
5,000万円以上(*1)の下請契約を
結ぶ工事⇒施工体制台帳等の作成）
）
主任技術者の設置
（上記を除く全ての建設工事）

技術者の専任設置
（4,500万円以上
(*2)の公共性のあ
る工事を行う場
合）

・公正な請負契約の締結義務

・請負契約の書面締結義務

・速やかな下請代金の支払

・労務費相当額の現金払 等

建設工事紛争審査会 ★紛争の処理★・指導、勧告、助言

・指示処分・営業停止処分・許可取消処分

指導・監督 ★法令遵守の実効性の担保★

建築一式の工事の場合、(*1) 8,000万円以上、 (*2) 9,000万円以上

罰則の適用（３年以下の懲役又は
300万円以下の罰金）等

技術検定
（建設工事
に従事する
技術者の技
術の向上）

昭和24年5月24日公布 最終改正：令和６年６月１４日
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○ 主任技術者・監理技術者の専任を要する請負代金額

○ 特定建設業許可の取得

○ 監理技術者の配置が求められる工事

○ 施工体制台帳等を作成しなければならない工事

○ 専門工事一括管理施工制度の利用

４０００万円以上（建築一式の場合は８０００万円） 
⇒  ４５００万円以上（建築一式の場合は９０００万円）

元請として締結する下請契約の総額： ４５００万円以上（建築一式の場合は７０００万円） 
⇒  ５０００万円以上（建築一式の場合は８０００万円）

下請契約の総額： ４０００万円未満 ⇒  ４５００万円未満
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建設業法施行令の改正による金額要件の見直し（令和7年2月1日施行）



用 語 意 味 適用される規定の例

建設業者 建設業の許可を受けて建設業を営む者
→ 建設業の許可業者

建設業を営む者 建設業の許可の有無を問わず建設業を営む者
→ 無許可業者も含む

• 一括下請負の禁止
• 監督処分

用 語 意 味 適用される規定の例

注文者 建設工事を注文する者
→ 例・・・発注者・元請の関係における発注者

元請・下請の関係における元請
一次下請・二次下請の関係における一次下請

• 建設工事の見積り期間の設定
• 不当に低い請負代金の禁止
• 下請代金の支払期日の特例（特定建設業者
が注文者の場合のみ）

発注者 建設工事（他の者から請け負ったものを除く）の注文者
→ 発注者・元請の関係における発注者

• 不当に低い請負代金の禁止に違反した場合
の勧告

請負人 建設工事を請け負う者

元請負人（※） 下請契約における注文者で建設業者である者
→ 例・・・元請・下請の関係における元請

一次下請・二次下請の関係における一次下請

• 下請負人の意見の聴取
• 下請代金の支払期日
• 検査及び引き渡し

下請負人 下請契約における請負人
→ 例・・・元請・下請の関係における下請

一次下請・二次下請の関係における二次下請

• 施工体制台帳の作成対象工事において、請
け負った工事を他の建設業を営む者に請け
負わせた場合における元請への通知

請負契約の当事者 建設工事の請負契約を締結する当事者 • 請負契約の書面での締結

《事業主体関係》

《契約主体関係》

発注者
【注文者・当事者】

建設業者
（元請負人）

（下請負人）
建設業者

（元請負人）

（下請負人）
建設業を営む者

（※）いわゆる「元請」にのみ適用される規定は、「発注者から直接建設工事を請け負った・・・」などと表現される。
→「元請」にのみ適用される規定の例・・・下請負人に対する特定建設業者の指導、施工体制台帳の作成、監理技術者の設置

建設業法上の主な用語

4

（下請負人）
建設業者

（元請負人）

（元請）

（一次下請）

（二次下請）

（三次下請）



出典：
国土交通省資料
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建設業法及び公共工事入札契約適正化法の一部改正（概要）【令和６年６月１４日公布】



第１章

「建設工事請負契約の締結」に関する10のルール

（１頁～）
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7

発注者・受注者間における建設業法令遵守ガイドライン（第７版）

出典：
国土交通省資料

R6.9改訂箇所

インボイス

労務費価格転嫁指針

振興基準

工期基準
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【参考】建設業法令遵守ガイドライン（第１１版）

出典：
国土交通省資料

R6.9改訂箇所

工期基準

振興基準

インボイス

インボイス

手形サイトの短縮

労務費価格転嫁指針



第1章 「建設工事請負契約の締結」に関する8つのルール
（P１）

ルール1
見積条件の明確化と

適正な見積期間

ルール5 請負代金及び工期の変更に関する
規定の適切な設定・運用

ルール2 書面による当初契約の締結

ルール6 指値発注の禁止

ルール3 著しく短い工期の禁止

ルール7
不当な使用資材等の

購入強制の禁止

ルール4 不当に低い発注金額の禁止

ルール8 やり直し工事
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ルール９ 支払

ルール10 関係法令の遵守



ルール1：見積条件の明確化と適正な見積期間

見積依頼は、工事内容、工期等の契約内容をできる限り具体的に提示し、
受注予定者が見積りを行うに足りる期間を設けなければならない

ルール
1

(P４)

10

●このルールの趣旨
 施工責任範囲及び施工条件不明確による発注者・受注者間の紛争を防止

●受注予定者が適正な見積を行うため、工事見積条件が明示されていることや、
見積落とし等が生じないよう検討する期間を確保する

P4

●見積条件の提示

 工事の具体的内容（１４の項目）を提示することが必要

● 見積依頼時の提示しなければならない内容は、契約締結時に書面化すべき

事項（テキストP15下から3行目参照）

①～⑥
⑦ 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及び

その額の算定方法に関する定め（建設業法の改正：令和６年１２月１３日施行）
⑧～⑭

※ 「工事内容」は、最低限テキスト本文７つの事項を明示

P4
～
P5

●具体的内容が確定していない事項  その旨を明確に示すことが必要 P5



出典：
国土交通省資料
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建設工事の請負契約の法定記載事項の見直し



ルール１：見積条件の明確化と適正な見積期間

●公共工事の見積期間  国の場合、「予算決算及び会計令」第７４条の規定が適用 P6
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●見積期間  予算価格に応じて一定の見積期間を設けることが必要 P5

●追加工事又は変更工事
 工事施工環境の条件と実際の工事現場の状況との乖離等による追加工
事等の発生により、当初の予定どおり工事が進行せず、工事内容に変
更が生じる場合に、追加・変更契約を行う際にも見積り手続きが必要

P5

●見積条件の明確化  見積依頼は書面で行う P5

●建設業法上違反となる（恐れがある）行為事例  （テキスト参照） P6



ルール１：見積条件の明確化と適正な見積期間
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●発注者から受注予定者に
対する通知（建設業法の
改正：令和６年１２月
１３日施行）

● 発注者は、工期や請負代金額に影響を及ぼす事象が発生するおそれが
あると認めるときは、契約締結前に、その旨を当該事象の状況の把握
の必要な情報と併せて、書面又はメール等により、通知（受発注者双
方が保存しておくことが望ましい）が必要（上記以外の情報について
も、任意に通知可）

 「工期や請負代金額に影響を及ぼす事象」とは
➤地盤の沈下（※）、地下埋設物による土壌の汚染その他の地中の状態

に起因する事象（文化財保護法に基づく埋蔵文化財調査とその結果に
基づく対策等を含む。）
※ 地盤沈下に関する情報は、発注者が契約締結以前に十分に確認する

ことが求められる。
➤騒音、振動その他の周辺の環境に配慮が必要な事象

 こうした事象に関する情報が受注予定者に通知されないまま請負契約が締
結され、建設工事が施工された場合、受注者予定者がしわ寄せを受ける

 設計図書と工事施工環境の乖離といった事象は、工期等に影響を及ぼす可
能性があるならば、発注者・受注予定者双方が十分に現場確認などし、契
約内容に反映のうえ、契約締結。

 上記の確認によっても明らかにならない事象についても、受注予定者から
の通知は妨げられず、事象が発生した場合は、発注者・受注予定者双方が
適切に設計、請負代金又は工期に関する変更協議を行う。

P6



ルール１：受注予定者のルール

●受注予定者の見積りの
ルール

 発注者・受注者間の金額折衝において、適正な請負価格の設定を促す
ことにつながるだけでなく、ダンピングを防止

●請負契約の締結に際し、経費の内訳や工期の工程ごとの日数等を明らかに
した見積を行うよう努めなければならない

P8

●「工事の種別」とは
 切土、盛土、型枠工事、鉄筋工事のような「工事の別」及び
 本館、別館のような「目的物の別」を指す

P8
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●「経費の内訳」とは
 労務費、材料費、共通仮設費、現場管理費、機械経費、建設副産物
 （建設発生土等の再生資源や産業廃棄物）の適正処理に要する経費、
 法定福利費等の別を指す（ルール１０－２、１０－３参照）

P8

●「法定福利費」とは

 義務的に負担しなければならない社会保険や労働保険の保険料が
 含まれた法定福利費を必要経費として適正に確保する

（標準見積書の活用等により適正に見積もり、見積書に内訳明示すべき）

P8

●公共工事の入札金額の
内訳提出

P8 見積能力のない者や見積りをせずに入札に参加する者を排除



建設業者による工期や請負金額に影響を及ぼすおそれのある事象の通知

出典：
国土交通省資料
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請負契約の当事者である発注者・受注者間におけるリスク情報と予見可能性の共有

発注者・受注者双方にもたらされる効果



受注予定者のルール：建設業法の改正（令和６年１２月１３日）
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●受注予定者から発注者に
対する通知

受注予定者は、工期や請負代金額に影響を及ぼす事象が発生するおそれ
があると認めるときは、発注者に対して、契約締結前（見積書の交付時
等）に、当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて、通知（書面又
はメール等により行い、受発注者双方が保存しておくことが望ましい）し
なければならない

●「工期や請負代金額に影響を及ぼす事象」
① 主要な資機材の供給の不足若しくは遅延又は資機材の価格の高騰
② 特定の建設工事の種類における労務の供給の不足又は価格の高騰

●「発生するおそれがあると認める」
➤ 受注予定者の有する知見に基づき事前に予測が可能

● おそれ情報を通知するか否か
➤ 工事内容や見積もった工期などに応じて受注予定者自ら判断
➤ おそれ情報の通知から当該事象の発生までには相当程度の期間（工期の比

較的短い工事においてそのようなおそれが発生することは想定しにくい）

●「当該事象の状況の把握のため必要な情報」→根拠情報
 ➤ 受注予定者の通常の事業活動において把握でき、

・ メディア記事、資材業者の記者発表又は公的主体や業界団体などにより
作成・更新された一定の客観性を有する統計資料

・ 下請業者や資材業者から提出された過去の同種工事における見積書
など価格の上昇がわかる資料等に裏付けられた情報



通知することが求められるおそれ情報（イメージ例）

出典：
国土交通省資料
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発注者・受注予定者のルール：建設業法の改正（令和７年１２月までに施行）
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●見積関係の新たなルール

【受注予定者】
・「材料費等記載見積書」を作成するよう努めなければならない

〇 工事の種別ごと
● 材料費、労務費、その他の経費

➤ 当該建設工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可
欠な経費として国土交通省令で定めるもの

➤ 当該建設工事の施工のために必要な経費
〇 工事の工程ごと

● 作業及びその準備に必要な日数

・「材料費等記載見積書」に記載される材料費等の額は、当該建設工事を
施工するために通常必要と認められる材料費等の額を著しく下回るもの
であってはならない

【発注者】
・ 建設工事の請負契約に際して、上記の内容を考慮するよう努めなけれ

ばならない
・ 当該建設工事を施工するために通常必要と認められる材料費等の額を

著しく下回るような見積の変更を求めてはならない

●「通常必要と認められる
原価に満たない金額」の
請負契約の締結禁止

受注予定者への適用



適正な「材料費等記載見積書」の作成

出典：
国土交通省資料
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 「 見積り」から「契約段階」における労務費の確保

出典：
国土交通省資料
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「著しく低い労務費」の判断基準について

出典：
国土交通省資料
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（８）中央建設業審議会労務費の基準に関するWGの設置

22
出典：
国土交通省資料



「労務費の基準」に関する基本方針（概要）①

●ワンポイントアドバイス
⑤

 労務費に関する基準（中央建設業審議会が作成・勧告）

● 労務費の基準に関するワーキンググループ（令和６年９月設
置）  

➤ 労務費の基準の活用方法及び作成のための具体的な検討

☞ 基本方針

目的

・ 契約当事者間での価格交渉時に参照できる相場観として機能させる

活用・運用

・ 活用方法を分かり易く示し、見積・契約時の業界慣行としていく

・ 支払のコミットメントや調査等の手段も用いる

・ 取組の実施状況の調査の実施、規制的手法（指導監督、勧告公表等）も用い
る 

→ ルールの浸透・定着

・ 公共・民間を問わず、公共工事設計労務単価を基礎として計算する

 → 技能者を雇用する事業者まで行き渡る水準で設定

作成

・ 中小事業者や一人親方であっても使いやすい仕様とする

→ 技能者の職種ごとに、単位施工量（1ｔ、1㎥）当たりの金額設定を基本

・ 生産性の部分での競争の余地を残す

・ 基準公表後も必要に応じ修正を加える

・ 全てを同時にではなく、職種別に、順次検討を進める

 令和７年１１月頃までに勧告

P９

23
出典：
国土交通省資料



「労務費の基準」に関する基本方針（概要）②

出典：
国土交通省資料 24



「労務費の基準」の作成の暫定方針（案）

25
出典：
国土交通省資料



ルール２－１：書面による当初契約の締結

請負契約の締結・契約変更に当たっては、契約の内容を明示した適正な
契約書を作成し、発注者・受注者の双方が相互に交付しなければならな
い

ルール
２－１
(P10)

●このルールの趣旨
 請負契約の明確性及び正確性を担保・紛争の発生を防止・
 請負契約の「片務性」の改善

P10

●請負契約の締結  口約束は厳禁！ 着工前に適正な契約書を取り交わすことが必要 P10

26

●適正な契約書とは

 建設業法で定める一定の事項を記載することが必要

①～⑦
⑧ 価格等の変動又は変更に基づく工事内容の変更又は請負代金の額の変更及

びその額の算定方法に関する定め（※令和６年１２月１３日施行）
（※契約書面の記載例）

・ 「（発注者と受注者が）協議して定める。」
・ 「（発注者と受注者が）協議して定める。協議に当たっては、工事に

係る価格等の変動の内容その他の事情等を考慮する」
→ 上記の旨の記載をしない、協議を前提としない記載（「変更しない」

「変更を認めない」）は建設業法違反
⑨～⑮

P10



ルール２－１：書面による当初契約の締結

27

●契約書の基本
 公共工事標準請負契約約款、民間工事標準請負契約約款又はこれに準
拠した内容を持つ契約が基本

[掲載：2３９頁～]

●短い工期
 短い工期で契約する場合は、短い工期を前提とした請負代金の額で
 請負契約を締結することが必要

P11

P12

●工期の設定時  適正な施工を行うためには、施工内容に応じた適切な工期設定が必要 P11

●標準請負約款に比べて
片務的な内容による契約

 建設業法上不適当（不当に低い請負代金につながる可能性が高い）

● 民間工事の中には、民間工事標準請負契約約款等を大幅に修正した契
約が締結されており、その修正内容が受注者に過大な義務を課す等、
次のような片務的な内容となっている。

① 価格等が変動した場合における契約変更についての定めが、「契
約後の請負代金の増額や工期変更を認めない」など実質的に契約変
更の規定を置いていないと認められる場合

①②～⑥⑦ （略）

P12
～

P13



ルール２－１：書面による当初契約の締結

28

●建設業法上違反となる（恐れがある）行為事例  （テキスト参照） P14

●注文書・請書による契約

 注文書・請書による契約は、一定の要件を満たすことが必要
（１）①～④の全ての要件を満たすこと
（２）①～⑥の全ての要件を満たすこと

（契約方法）
●個別契約書
●注文書・請書＋基本契約書 ●注文書・請書＋基本契約約款

P13

●追加工事・変更契約  当初契約と同様に、契約書の取り交わしが必要 P13

●ワンポイントアドバイス⑥  （テキスト参照） P14

●ワンポイントアドバイス⑦  （テキスト参照） P15



契約締結後に工期や請負金額に影響を及ぼすおそれのある事象が顕在化したとき

出典：
国土交通省資料

29

発注者・受注者双方にもたらされる効果

請負契約の当事者である発注者・受注者間におけるリスク情報と予見可能性の共有



発注者・受注者のルール：建設業法の改正（令和６年１２月１３日施行）①

30

●受注者による変更協議の
申し出と発注者は誠実に
協議に応じる努力義務

契約後に工期又は請負代金に及ぼす事象が発生した場合

● 受注者は、発注者に対して、工期の変更、工事内容の変更又は請負代金額
 の変更についての協議を申し出ることができる

● 発注者は、正当な理由がある場合を除き、誠実に当該協議に応じるよう努
 めなければならない

 新たなルールに基づき契約前に受注者から発注者に通知した事象が実際に
発生した場合の変更協議

〇 受注者から申し出られた契約の変更協議は、契約変更の必要性や変更の内容、変
 更すべきとする根拠について十分に協議を行うため、発注者はまずは協議のテー
 ブルについたうえで、変更の可否について受注者に説明が必要。

〇 以下のような対応を行うことは、今回の改正により、発注者は、「誠実に協議に
 応ずるよう努めなければならない」とされた建設業法の趣旨に反する
・ 受注者から申し出られた契約の変更協議の開始自体を正当な理由なく拒絶する
・ 申し出後に合理的な期間以上に協議開始をあえて遅延させる
・ 協議の場において一方的に受注者の主張を否定したり、十分に当該主張を聞き

取ることなく一方的に発注者の主張のみを伝えて協議を打ち切る



発注者・受注者のルール：建設業法の改正（令和６年１２月１３日施行）②
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●契約後に工期や請負代金に
影響を及ぼす事象が発生し
た場合の変更協議（受注者
による通知がされていない
場合）

〇 今回の法改正により、新たに設けられたルールに基づく受注者からの通知
 がないものであっても、通知されていないことのみをもって発注者が契約
 変更協議を拒む理由にはならず、契約書に記載しなければならない重要事
 項⑥～⑧に基づく契約上の定めに従って、上記に準じて誠実に協議に応じ
 ることが求められる。

〇 受注者においても、新たなルールに基づく事前の通知とは別途、契約締結
 後に判明した事象により契約内容を変更する可能性がある場合には、変更
 の可能性が生じてからなるべく早い時期に発注者にその旨を通知しておく
 ことが望ましい。

※ このような留意点について、発注者及び受注者は、「労務費の適切な転嫁
 のための価格交渉に関する基本指針」を踏まえて対応すべきである。

※ 協議開始の遅延等により変更協議が長期化した場合には、必要に応じて工
期見直し等を行うことが求められる。

●発注者・受注者間の建設業
法令遵守ガイドライン改定
の附則

〇 一般に、建設工事の請負契約の締結に係る受発注者間の交渉は相当程度長期間にわ
 たるものであり、本ガイドラインの改正の際現に当該交渉が進捗している場合等に
 おいては、おそれ情報の通知を行うことが困難である場合も考えられる。その場合、 
当該交渉においては「おそれ情報の通知をしない」とすることは妨げられないが、
受注者から発注者に対して契約締結前にその旨説明しておくことが望ましい。また、

 当該契約の締結後に生じた事象により変更協議を行う場合は可能な限り本ガイドラ
 インの趣旨 に沿った対応を行うことが望ましい。



発注者・受注者のルール：建設業法の改正（令和６年１２月１３日施行）③

■ 公共工事における取り扱い

〇 今回の法改正により新たに設けられたルールに基づく受注者から情報は、落札者決定後から契約締結まで 
（随意契約においては、契約予定者決定後から契約締結まで）に通知

〇 当該情報は参考とする情報として取り扱われるものである。すなわち、入札自体は発注者が示す条件に沿って
行われるものであるため、 当該情報が予定価格を含む入札の条件や請負代金を含む契約（変更契約を含む。） 
の内容に影響を与えるものではないことに留意が必要

〇 当該情報に係る事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２０条の２第３項により、請負契約の変更
についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができるが、当該協議について、公共工事標準請負契
約約款に沿った請負契約及び各発注者が定めるその運用基準に基づき協議の対応を行うことが原則

〇 設計図書と工事施工環境の乖離等について疑念があればあらかじめ「仕様書等に対する質問書」等の質問の機
会において発注者に対し質問しておき、契約後は、公共工事標準請負契約約款に沿った請負契約の定めに従った
設計変更等の協議にて対応すべきものである。このため、発注者は、当該質問の機会を設けることとともに、適
切に設計変更等の協議をすべき

〇 当該情報に係る事象が契約締結後に顕在化した場合は、建設業法第２０条の２第３項により、請負契約の変更
についての協議を受注者から発注者に対して申し出ることができる。

〇 改正法による改正後の入契法第１３条第２項により、入契法施行規則第１条に規定する事象（主要な資機材の
供給の不足又は資機材の価格の高騰及び労務の供給の不足又は価格の高騰）が発生した場合に受注者が請負契約
の内容の変更について協議を申し出たときは、その公共工事を発注した各省各庁の長等は誠実に協議に応じなけ
ればならないとされている。

〇 これらの協議について、公共工事標準請負契約約款に沿っ た請負契約及び各発注者が定めるその運用基準に
基づき協議の対応を行うことが 原則であり、建設業法及び入契法の趣旨も踏まえて当該請負契約等に基づく対
応を適切に行うことをもって、誠実な協議とされるものである。

32



ルール２－２：追加工事等に伴う書面による追加・変更契約の締結

請負工事に関し追加工事等が発生した場合には、着工前に書面による変
更契約を締結しなければならない

ルール
２－２
(P16)

33

●このルールの趣旨
 当初契約と同様に、口約束による変更契約は、当該変更契約の明確性
 及び正確性が担保されず、紛争防止の観点で望ましくない

P16

●追加工事などの内容が
直ちに確定できない場合

 一定の事項（①～③）を記載した書面を追加工事等の着工前に取り
 交わし、契約変更等の手続は、全体数量等の内容が確定したときに、
 遅滞なく行うことが必要

P16
～

P17

●追加工事等の費用
 一方的に受注者に負担させた場合、不当に低い請負代金の禁止（ルー
 ル４）に違反するおそれ

P17

●発注者が関係する建設業法上違反  （テキスト参照） P17

●追加工事等の着工前に書
面で

 当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、その内容を書面に
 記載し、署名又は記名押印して相互に交付しなければならない

P16



ルール２－２：追加工事等に伴う書面による追加・変更契約の締結
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●建設業法上違反となる
（おそれがある）行為事例

 （テキストを併せて参照）

建設業法令遵守ガイドラインの改訂により追加

【建設業法上違反となる行為事例】

① 価格等が変動した場合における契約変更についての定めが、「契
約後の請負代金の増額や工期変更を認めない」など実質的に契約変
更の規定を置いていないと認められる場合

②① （略）
③② （略）

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

④ 請負契約締結前に受註予定者が請負代金の額に影響を及ぼす事象
に関する情報の通知を行い、その後、その事象が発生したため協議
を申し出た又は当該通知をしなかったものの請負契約締結後に請負
代金の額に影響を及ぼす事象が発生したため変更の協議を申し出た
が、自己の取引上の地位を不当に利用して一方的にその協議に応じ
なかった結果、通常必要と認められる額に比して著しく低い額とな
った場合 

P17



ルール２－３：工期変更に伴う書面による変更契約の締結

請負工事に関し工期が変更となった場合には、着工前に書面による
変更契約を締結しなければならない

ルール
２－３
(P18)
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●このルールの趣旨

 工期の変更は、請負金額の額の変更や費用負担等について十分な協議
が行われないと、紛争防止の観点で望ましくない

●契約変更手続きが行われた後に工事に着手

P18

●協議を円滑に行うため
 当初の契約書において、工期の変更等における定めについて、できる
限り具体的に定めておくことが望まれる

P18

●着工後の工期変更で、
変更後の工期が直ちに
確定できない場合

 一定の事項（①、②）を記載した書面を工期を変更する必要があると
 認めた時点で取り交わし、変更契約等の手続は、変更後の工期が確定
 した時点で遅滞なく行うことが必要

P19

●工期の変更に伴う費用を
一方的に受注者に負担

 不当に低い請負代金の禁止（ルール４）に違反するおそれ P19

●追行工事等の発生に起因
する工期変更の場合

 ルール２－２が該当 P19



ルール２－３：工期変更に伴う書面による変更契約の締結
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●建設業法上違反となる
（おそれがある）行為事例

 （テキストを併せて参照）

 【建設業法上違反となる行為事例】

① （略）

【建設業法上違反となるおそれのある行為事例】

② 請負契約締結前に受注者が工期及び請負代金の額に影響を及ぼす
事象に関する情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又は
当該通知をしていなかったものの請負契約締結後に工期及び請負代
金の額に影響を及ぼす事象が発生したため変更の協議を申し出たが、
発注者が自己の取引上の地位を不当に利用して一方的に協議に応じ
なかった結果、通常必要と認められる額に比して著しく低い額とな
った場合

P19



ルール３：著しく短い工期の禁止

請負契約に際して、適正な工期設定を行う必要があり、通常必要と認
められる期間に比して著しく短い期間を工期とする請負契約を締結する
ことを禁止する

ルール
３

(P20)

●このルールの趣旨
 R6.4の改正労働基準法の適用に対応できず、事故の発生や手抜き工
事につながるおそれ

P20

●著しく短い工期

 著しく短い工期で請負契約を締結することは禁止
→ 単に定量的に短い期間を指すのではなく、「工期に関する基準」等に照ら

して不適正に短く設定された工期

注）たとえ、発注者と受注者との間で合意している工期であっても、
 それが時間外労働時間の罰則付き上限規制を上回る違法な労働時間を
 前提として設定されているような工期である場合には、
 「著しく短い工期」と判断される

 受注者にも適用（建設業法の改正：令和７年１２月までに施行）

P20

37
●工期変更が必要な場合  当初契約と同様、「著しく短い工期」の禁止が適用 P21

●違反した発注者は  勧告又は公表される場合も P20



ルール３：著しく短い工期の禁止
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●建設業法上違反となる
（おそれがある）行為
事例の追加・改正①

 （テキストを併せて参照）

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R6.12）により改正

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

① （略）

② 発注者が、「工期に関する基準」の内容を考慮することなく、短
複数の受註予定者から提示された工期の見積りのうち、最も期間が
いものを一方的に工期として決定し、通常よりもかなり短い期間を
工期とする請負契約を締結した場合

③② 受註予定者が、発注者から提示された工事内容を適切に施工す
るため、「工期に関する基準」の内容を踏まえ、猛暑日などの不稼
働日や建設工事に従事する者の休日等を考慮して、適切な工期の見
積りを行ったにも関わらず、発注者がその内容を尊重せず、それよ
りもかなり短い期間を工期とする下請契約を締結し契約を締結した
場合

④③ （略）

P21



ルール３：著しく短い工期の禁止
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●建設業法上違反となる
（おそれがある）行為
事例の追加・改正②

 （続き）

⑤ 発注者が設計変更や追加工事を依頼したあるいは発注者において
設計図面の承認が遅れたなど、受注者の責めに帰さない理由により、
工期に不足が生じることとなったにもかかわらず、必要な工期の変
更あるいは人員増を行わなかった結果、通常よりもかなり短い期間
となった場合

⑥ 請負契約締結前に受註予定者が工期に影響を及ぼす事象に関する
情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又は当該通知をし
なかったものの請負契約締結後に工期に影響を及ぼす事象が発生し
たため変更の協議を申し出たが、発注者が一方的に協議に応じなか
った結果、通常よりもかなり短い工期とな った場合

【建設業法上違反となる行為事例】

⑦ 発注者が、当該建設工事に従事する者が時間外労働の上限規制に
抵触するような長時間労働により施工することを前提とした短い期
間を工期とする請負契約を締結した場合

P21



ルール３：著しく短い工期の禁止

●ワンポイントアドバイス⑨

 時間外労働時間の罰則付き上限規制は、
 建設業でも他産業と同様に、令和6年4月1日から適用
【時間外労働の上限】

（１）原則 月４５時間、年間３６０時間
（２）特別条項

① 年間最大７２０時間
② 単月１００時間（休日出勤含む）
③ ２～６ヶ月の複数月平均８０時間（休日出勤含む）
④ 月４５時間超え６月まで

P21

●ワンポイントアドバイス⑩

 「工期に関する基準」では、工期を設定するに当たり、適切な
 工期となるようにいくつかの考慮すべき事項を掲げている

・ 自然要因
・ 休日、法定外労働時間
・ イベント
・ 労働・安全衛生
・ 準備期間、後片付け期間 など

 令和６年３月２７日改正

P22
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出典：
国土交通省資料

41

工期に関する基準（令和６年改正の概要）



42

出典：
国土交通省資料
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出典：
国土交通省資料
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出典：
国土交通省資料
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出典：
国土交通省資料



ルール４：不当に低い発注金額の禁止

自己の取引上の地位を不当に利用し、通常必要と認められる原価に
満たない金額で請負契約を締結してはならない

ルール
４

(P23)

●このルールの趣旨
 請負代金の決定にあたっては、施工条件等を踏まえた合理的なものに
することが必要

P23

●「自己の取引上の地位を
不当に利用する」とは？

 取引上優越的な地位にある発注者が、希望する価格による取引に応じ
ない場合は、その後の取引において不利益な取扱いがあり得ることを
示唆するなどして、「通常必要と認められる原価」を下回る額での取
引を受注者に強要する

P23

46

●「通常必要と認め
られる原価」とは

 当該工事を施工するために一般的に必要と認められる①～④の経費の
 合計額

P24

●「地位の不当利用」
とは？

 請負代金の額の決定にあたり受注者と十分な協議が行われたかどうか
 といった対価の決定方法等により判断

P24

●「取引上の優越的な
地位」とは？

 受注者の発注者への取引依存度等により判断
P23
～

P24



ルール４：不当に低い発注金額の禁止

●建設業法上違反となる
おそれがある行為事例
の追加・改正

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R6.12）により改正

①～③ （略） 
④ 発注者の責めに帰すべき事由により設計図書や工事内容、工期が

変更され、工事費用が増加したにもかかわらず、発注者が請負代金
の増額に応じない場合

⑤ （略）
⑥ 受注者が請負契約締結前に請負代金の額に影響を及ぼす事象に関

する情報の通知を行い、その後、その事象が発生した又は当該通知
をしていなかったものの請負契約締結後に請負代金の額に影響を及
ぼす事象が発生したため変更の協議を申し出たが、発注者が自己の
取引上の地位を不当に利用して一方的に協議に応じなかった結果、
通常必要と認められる額に比して著しく低い額となった場合

P25

47

●契約変更時

● 当初契約と同様、「不当に低い請負代金」の禁止が適用

 受注者が、今回の法改正により設けられた新たなルールに基づき請負代金の
 額の変更の協議を申し出たにもかかわらず、発注者が自己の取引上の地位
 を不当に利用して一方的に協議に応じないこと等により、変更後の工事を施
 工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を押し付けることも
 該当する。

P25



ルール５：請負代金・工期の変更に関する規定の適切な設定・運用

原材料費等の高騰や資材不足が発生している状況では、請負代金及び
工期の変更に関する規定を適切に設定・運用しなければならない

ルール
５

(P26)

●このルールの趣旨
 原材料費等の高騰や資材不足が発生している状況では、取引価格を反
 映した適正な請負代金の設定や納期の実態を踏まえた適正な工期を確
 保することが必要

P26

●適切に設定・運用

 請負代金額又は工期の変更に関する契約条項を適切に設定し、適切な
 協議・必要な変更契約を実施

    ・ 公共工事標準請負契約約款【第２６条（賃金又は物価の変動に基づく請負
代金額の変更）・第２２条（受注者の請求による工期の延長）】

 ・ 民間工事標準請負契約約款（甲）【第３１条（請負代金額の変更）・
第３０条（工事又は工期の変更等）】

 価格転嫁は、発注者、元請負人、下請負人を問わず、サプライチェー
 ン全体で取り組むことが必要であるため、以下のことに留意

    ・ 発注者・受注者間で適切な対応を図る
 ・ 「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針(以下「価格転嫁指

針」という)」における発注者として採るべき行動／求められるべき行動」④
 ・ 下請中小企業振興法に基づく振興基準

P26
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ルール５：請負代金・工期の変更に関する規定の適切な設定・運用

●建設業法上違反となる
おそれがある行為事例
の改正

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R6.12）により改正

受注者が建設業法第２０条の２第２項に基づき関連する情報を通知
していた場合を含め、原材料費、労務費、エネルギーコスト等（以下
「原材料費等」という。）の高騰や資材不足など発注者及び受注者双
方の責めに帰さない理由により、施工に必要な費用の上昇、納期の遅
延、工事全体の一時中止、前工程の遅れなどが発生しているにもかか
わらず、請負代金の額や工期の変更に関する受注者からの協議に発注
者が正当な理由なく応じず、必要な変更契約を行わなかった場合

P27
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●原材料費等の
高騰・納期遅延の状況

 独占禁止法上の優越的地位の濫用の要件の１つに該当するおそれ

① 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストの上昇分の取引価格へ
の反映の必要性について、価格の交渉の場において明示的に協議することな
く、従来どおりに取引価格を据え置くこと

② 労務費、原材料価格、エネルギーコスト等のコストが上昇したため、取引
の相手方が取引価格の引上げを求めたにもかかわらず、価格転嫁をしない理
由を書面、電子メール等で取引の相手方に回答することなく、従来どおりに
取引価格を据え置くこと

P27

●発注者が受注者との協議
や契約変更に応じない場
合

 「不当に低い発注金額の禁止」「著しく低い工期の禁止」に違反する
 おそれ
※ 事前通知をしていなかったものを含む

P26



【参考】労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針①

出典：公正取引
委員会資料
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【参考】労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針②

51

出典：公正取引
委員会資料



【参考】価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査結果①（公正取引委員会）

出典：
公正取引委員会
資料
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【参考】価格転嫁円滑化の取組に関する特別調査結果②（公正取引委員会）

出典：
国土交通省資料53



• 原材料費やエネルギー費、
労務費等が上昇する中、
多くの中⼩企業が価格交
渉・価格転嫁できる環境
整備のため、2021年9月
より毎年9月と3月を「価
格交渉促進月間」と設定。
2024年9月で7回目。

• 成果を確認するため、各
「月間」の終了後、価格
交渉・価格転嫁それぞれ
の実施状況について、中
小企業に対して「①アン
ケート調査、②下請Gメ
ンによるヒアリング」を
実施。必要に応じて大臣
名での指導・助言等に繋
げていく。

出典：中小企業庁資料 54

【参考】価格交渉促進月間（２０２４年９月）フォローアップ調査の概要（経済産業省）



ルール6：指値発注の禁止

自己の取引上の地位を不当に利用して、指値発注してはならない
ルール

6

(P29)

●このルールの趣旨
手抜き工事、不良工事等の原因となるばかりか、中小零細企業の経営
の安定を阻害

P29

55

●指値発注  積算根拠を明らかにして受注者と十分に協議を行うことが必要 P29

●請負代金  施工条件等を反映した合理的なものにする P29

●一方的な指値発注は厳禁
 建設業法上問題となるおそれ
 公共工事の場合は変更契約時に注意

P30

●歩切り  （５３頁参照） P30



ルール6：指値発注の禁止

56

●建設業法上違反となる
おそれがある行為事例
の追加

建設業法令遵守ガイドラインの改訂（R6.9）により改正

【建設業法上違反となるおそれがある行為事例】

①～③ （略）

④ 発注者が、免税事業者の受注者に対して、消費税相当額を含まな
い契約単価を一方的に提示し、受注者と協議を行うことなく、当該
単価により積算した額で請負契約を締結した場合

【建設業法上違反となる行為事例】

④⑤・⑤⑥ （略）

P31



【参考】免税事業者との請負契約に関する建設業法上の考え方の一事例

57

出典：
国土交通省資料



ルール7：不当な使用資材等の購入強制の禁止

請負契約の締結後に、自己の取引上の地位を不当に利用して、使用
資材等又はこれらの購入先を指定して、受注者の利益を害してはな
らない

ルール
7

(P32)

●このルールの趣旨
 契約締結後の使用資材の指定は、すでに使用資材等を購入している
 受注者に損害を与えたり等、受注者の利益を不当に害するおそれ

P32

●規制の対象となる行為  「不当な使用資材等の購入強制」の禁止は、請負契約締結後の行為 P32

58

●「受注者の利益を害す
る」とは

 受注者に金銭面及び信用面において損害を与えること P33

●発注者が使用資材等
の指定を行う場合

 あらかじめ、見積条件としてこれらの項目を提示する必要がある P33

●建設業法上違反となる（恐れがある）行為事例  （テキスト参照） P33



ルール8：やり直し工事

発注者が費用を全く負担することなく、受注者に対して工事のやり直し
を求めることができるのは、受注者の施工が契約書に明示された内容と
異なる場合又は受注者の施工に瑕疵等がある場合に限られる

ルール
8

(P34)

●このルールの趣旨
 やり直し工事に係る費用を不当に受注者に負担させた場合、
受注者を経済的に不当に圧迫

P34

●「受注者の責めに帰する
理由がある場合」とは

 受注者の施工が契約書に明示された内容と異なる場合又は
受注者の施工に瑕疵等がある場合

注）①や②場合は、発注者が費用の全額を負担することなく、やり直しを
要請することはできない

P34

●受注者の責めに
帰さないやり直し工事

 やり直し工事に係る費用について、受注者と十分に協議した上で、
 契約変更を行う必要がある

P35

●建設業法上違反となる（恐れがある）行為事例  （テキスト参照） P35
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ルール9-1：速やかな支払

発注者は、請負契約に基づく目的物の引渡しを受けた場合、受注者に対
し、請負契約において取り決められた請負代金の額を、できる限り速や
かに支払うことが望ましい

ルール
9-1

(P36)

●このルールの趣旨  発注者は、元請下請間の支払に関する規定も考慮 P36

●請負代金の支払期間
 請求を受けた日から支払日までの期間（※）はできる限り短く

※ 公共工事標準請負契約約款３３条では、４０日以内
P36
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●望ましくない行為事例  （テキスト参照） P37

●違反した特定建設業者  ５１日目から、遅延利息が発生 P37



ルール９-2：割引困難な手形による支払

発注者は、請負代金の支払を一般の金融機関による割引を受けることが
困難と認められる手形により行うことがないようにすることが望ましい

ルール
9-2

(P38)

61

●このルールの趣旨
 「割引を受けることが困難と認められる手形」は、現金払と同等の
 効果が期待できない（下請負人の利益保護） 

P38

●手形期間

 ６０日以内で、できるだけ短い期間とする

●公正取引委員会及び中小企業庁において、令和6年１１月１日以降に交付さ
れる手形期間が60日を超える手形は、下請法上の「割引困難な手形」に該
当するおそれがあるものとして指導の対象とされたことを受け、建設業法
上の「割引困難手形」についても、同様とされることに留意

 パートナーシップ構築宣言「ひな形」の改正(R6.11)
１．（略）
２．①・② （略）

③ 手形などの支払条件
下請代金は可能な限り現金で支払います。手形等で支払う場合には、

割引料等を下請事業者の負担とせず、、また、支払サイトを６０日以内
とします。

④・⑤ （略）

P38

●望ましくない行為事例  （テキスト参照） P39



ルール10-1：独占禁止法の遵守

事業者による不公正な取引方法を禁止する独占禁止法についても、建設
業法と同様に遵守しなければならない

ルール
10-1
(P40)

●このルールの趣旨
 建設業の取引については、事業者による「不公正な取引方法」を禁止
する独占禁止法によっても規制がなされている

P40

●独占禁止法の排除措置

 建設業法第１９条の３（不当に低い発注金額）又は第１９条の４（不
当な使用資材等の購入矯正）の規定に違反している場合、独占禁止法
の「優越的地位の濫用」にも該当するおそれがある

 また、ルール１からルール９までのルールは、「優越的地位の濫用に
関する独占禁止法上の考え方」の項目に関係している

P40
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●ワンポイントアドバイス
 「優越的地位の濫用に関する独占禁止法の考え方」を知っています
か？

P41



ルール10-2：社会保険・労働保険の加入

社会保険・労働保険の必要経費を適正に考慮しなければならない
ルール
10-2
(P42)

●このルールの趣旨
 強制加入方式である社会保険・労働保険に要する費用（法定福利費）
は、必要経費として適正に考慮することが必要

P42

●社会保険・労働保険への
加入のルール

 社会保険・労働保険への加入は、建設業許可の取得・更新の要件

 法定福利費相当額を一方的に削減したり、含めない金額で請負契約を
締結した場合、発注者・受注者間の取引依存度等によっては、不当に
低い請負金額の禁止（ルール４）に違反するおそれ

P42

63



出典：
国土交通省資料
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【参考】建設業における社会保険・労働保険の加入促進に関する取組



ルール10-3：建設工事で発生する建設副産物について

建設現場から発生する建設副産物の運搬・処理に要する経費を適正に考
慮しなければならない

ルール
10-3
(P44)

●このルールの趣旨
 発注者から直接工事を請け負った受注者は、建設副産物を適切に運
搬・処理する義務があるため、これに要する経費を適正に考慮するこ
とが必要

P44

●運搬・処理に要する経費
を適正に考慮

 受注者は、建設副産物の適正処理に要する経費を適正に見積り、発注
者に交付する見積書に明示し、発注者は、当該見積書を尊重し、対等
な立場で受注者との契約交渉をしなければならない

P44
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出典：
国土交通省資料



ルール10-4：下請中小企業振興法・振興基準との関係について

建設工事に関係する事業者は、相互理解と信頼によって支えられる互恵
的な取引関係を構築していく必要がある

ルール
10-4
(P45)

●このルールの趣旨
 下請中小企業振興法は、下請振興を図る観点から、建設工事の請負が
 適用されない下請法よりも、対象となる取引の範囲が広く、全ての取
 引が対象

P45

●下請中小企業振興法・
振興基準との関係

 建設工事の請負契約の発注者・受注者間、元請・下請だけでなく、建
 設工事に関係する取引においても、振興基準に示す下記事項について

 配慮の徹底等が必要であるとともに、物価高の局面において、労務費
 の上昇分を適切に転嫁できる環境が重要であるため、価格転嫁指針の
 行動を 適切にとったうえで、取引価格を決定することに留意

〇 対価の決定の方法の改善
〇 下請代金の支払方法の改善
〇 働き方改革の促進を阻害する取引慣行の改善
〇 業種別ガイドライン及び自主行動計画
〇 パートナーシップ構築宣言

P45

67



出典：国土交通省「令和５年度下請取引等実態調査」（R6.1.31公表）」をもとに作成

◯ 元請負人として建設工事を発注者（施主）から直接受注したことのある6,968業者のうち、発注者（施主）から「不当なしわ寄せを受けた
ことがある」と回答した建設業者は67業者（しわ寄せ率1.0％）。資本金規模の小さい建設業者ほどしわ寄せ率が高い傾向。

◯ 発注者の内訳としては、「公共機関又は準ずる機関」が17.9%、「民間企業」が20.9% 、「個人」が4.5% 。
◯ しわ寄せの内容としては、「発注者側の設計図面不備・不明確、設計積算ミス」（15.7%）（昨年度16.3％）、「追加・変更契約の締結を拒

否（価格転嫁拒否）」 （14.2%）（昨年度13.0％) 、「発注者による理不尽な要求・地位の不当利用」（12.7%）（昨年度15.0％) の割合が高い。

建設工事における発注者・受注者間の契約取引の実態
～国土交通省等による令和５年度下請取引等実態調査～

1.0%

1.1%

1.3%

0.5%

0.2%

0.0%

0.0%

0.0% 0.2% 0.4% 0.6% 0.8% 1.0% 1.2% 1.4%

全体

30百万円未満

30百万円以上 50百万円未満

50百万円以上 1億円未満

1億円以上 20億円未満

20億円以上 100億円未満

100億円以上

「不当なしわ寄せをうけたことがある」と回答した企業（資本金階層別）

「不当なしわ寄せをうけたことがある」と回答した企業の相手先（発注者別）

不適切な取引の内容

公共機関又

は準ずる機

関, 17.9%

民間企業,

20.9%

個人, 

4.5%

不明, 

56.7%
10.4%

2.2%

2.2%

3.0%

3.0%

6.7%

8.2%

9.7%

11.9%

12.7%

14.2%

15.7%

その他

コロナによる影響

消費税転嫁拒否

工期が極めて短期間

見積を全く考慮されなかった

工事着手後に契約

請負代金の不払い

指値による契約

代金支払の遅延

発注者による理不尽な要求・地位の不当利用

追加・変更契約の締結を拒否（価格転嫁拒否）

発注者側の設計図面不備・不明確、設計積算ミス
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第２章
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律

（４６頁～）
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第３章
公共工事の品質確保の促進に関する法律

（５５頁～）
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 【参考】第三次・担い手３法（令和６年改正）の全体像

出典：
国土交通省資料



 【参考】公共工事における施工体制台帳提出義務の合理化
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出典：
国土交通省資料



 【参考】入札契約適正化指針の改正（概要）
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出典：
国土交通省資料



 【参考】公共工事品確法の改正（概要）

73
出典：
国土交通省資料



 【参考】公共工事品確法の基本方針の改正（概要）

74

出典：
国土交通省資料



御清聴いただき、
ありがとうございました
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